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平成２１年８月における資格証明書の交付について 

 

資格証明書の運用については、昨年６月の特別対策において『「相当

な収入」について、広域連合ごとに統一的な運用基準を設けていただき、

適切に運用していただきたい。』と、国より求められていたことから、

北海道広域連合においてはこれまで、市町村や運営協議会に対し「相当

な収入」に係る基準（案）を提示し、検討を進めてきたところです。 

 

しかしながら、当該基準については、各広域連合間で整合性の取れた

ものとなるよう、現在、国でも検討しており、「各広域連合の意見を踏ま

え、国の考え方を改めて示す。」とされておりますが非常に難航しており、

早々に示される状況にはないものと思われます。 

 

 資格証明書の交付に当たっては、きめ細かな対応が求められますが、

現時点において国より基準の示されていない状況では、広域連合におい

ても資格証明書に係る運用取扱いを定めることが困難であり、本年８月

に資格証明書を交付することは難しいものと考えられます。 

 

また、資格証明書交付の対象となる者は、保険料を１年以上滞納して

いる者となることから、平成２０年７月納期以前の保険料に限られる

ものであり、この滞納保険料だけをもって交付の判断を行うことは厳し

い状況とも考えられます。 

 

つきましては、こうした状況を踏まえ、本年８月の被保険者証の更新

時において、資格証明書交付の対象となり得る者について、資格証明書

は交付せず、短期被保険者証を交付することといたします。 

 

なお、次回の短期被保険者証の更新時（H22.2.1）において、短期

被保険者証が交付されている者の中から、資格証明書の交付を判断する

こととなりますが、その際には、今後規定する取扱基準に基づいて交付

の判断を行いたいと考えております。 

資料２
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資格証明書の運用基準（相当な収入）に係るこれまでの経緯 

 

平成２１年 

１月 ５日 厚生労働省、事務連絡「被保険者資格証明書の運用基準の

設定及び交付検討事案の報告について」において、『国とし

ても各広域連合に対し、必要な助言等を行う必要がある。』

と示されました。 

 

２月１２日 全国広域連合事務局長会議の広域連合意見交換会で「資格

証明書の交付及び保険料の収納対策」がテーマとして出され

ました。 
 

→ 意見交換会では各広域連合から運用基準に関する様々な

意見が出されたこともあり、その内容がまとまるには至ら

ず、結果、国より『改めて各広域連合に対し意向調査を 

実施し、３月上旬を目処に国の考え方を改めてお示しした

い。』とされました。 

 

２月１６日 厚生労働省、事務連絡「被保険者資格証明書の運用基準に

係る意見等の照会について」において、『当該意見交換会に

おいては、参考例の提示の是非を含め、様々なご意見をいた

だいたことから、改めて各広域連合の意見等を確認する。』

とされ、各広域連合に対し調査が行われました。 
 

→ その後、数回、国へ確認を行い、『資格証明書についての

方向性は示す。』と回答されておりますが、国においても

非常に難航しており、現在（H21.３.23）まで通知はなく、

広域連合においても資格証明書の運用取扱いを定めること

が困難な状況となっています。 
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